
令和８年５月１日以降

企業が社員の方を対象に、 又は協同組合等の団体が会員企業の社員の方を対象に、 研修や教育訓練を目的として利用
する場合の使用料金は、下欄のとおりとなります。

これ以外の目的で利用する場合は、原則として体育館のみとし、使用料金は２倍の額となります。
また、駐車場のみの利用は公共団体に限ります。

【使用上の注意事項】
１．施設の使用可能な日は、５月１日から翌年の３月３１日までの土日祝日及び⾧期休暇期間(夏休み・冬休み・春

休み)のうち教育訓練が行われない日、及び校⾧が認める日とします。
２．施設の使用時間帯は、８時３０分から１７時３０分までの間(１時間単位)です。
３．施設の使用申請期間は、使用する月の３か月前の月の初日(土日祝日の場合は翌営業日)から使用日の属する月の

前月初日(土日祝日の場合は翌営業日)までとします。ただし、５月に使用する場合は、３月１日から４月１日
(土日祝日の場合は翌営業日)までとします。
「施設設備使用申請書」を提出する前に、必ず電話で使用予定教室の空き状況をお問合せ下さい。

（例１）使用希望日が５月５日(月)の場合 ⇒ 申請期間:３月３日(月) ～ ４月１日(火)
（例２）使用希望日が６月１日(日)の場合、 ⇒ 申請期間:３月３日(月) ～ ５月１日(木)
（例３）使用希望日が１０月５日(日)の場合、 ⇒ 申請期間:７月１日(火) ～ ９月１日(月)

４．施設使用料金には、別途、利用時間に応じた「警備員経費」が加算されます。
５．施設使用料金には、別途、利用者数･利用時間に応じた「上下水道料」が加算されます。

千葉キャンパス 所在地 千葉市中央区問屋町２－２５

名 称

1104
視聴覚教室

138 名

209 m2

定員･面積
空調設備

の
有無

使用料金
(時間単価) 内 容

有
・固定机、３人掛け固定椅子

（縦 １４列×１ ・ 縦 １６列×２、横 ３列）
・放送設備(固定ﾏｲｸ 1本、ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 3本）
・スクリーン （ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀは持参）

1,000 円

1204
大会議室

56 名

113 m2
有 400 円

・会議用テーブル ２３脚
・椅子 ４８脚

1401
教室

30 名

51 m2
有 200 円

・１人机・椅子
（縦 ５列、横 ６列）

1402
教室

30 名

49 m2
有 200 円

・１人机・椅子
（縦 ５列、横 ６列）

1409
教室

36 名

75 m2
有 300 円 ・２人机・椅子

（縦 ６列、横 ３列）

体 育 館 661 m2 無 350 円 ・バスケットコート１面
※土足厳禁 （上履きは持参）

【ご利用上の注意】
・使用料は、使用月の前月月末から起算して１週間前の応当日(土日祝日の場合は前営業日)までにお支払いください。
・使用の取り消しは、施設使用初日の１週間前の応当日(土日祝日の場合は前営業日)までです。

それ以後に取り消した場合は、使用料等の返金はできません。
・施設設備の使用に際して、毀損、紛失した場合は損害を弁償していただきます。
・屋内施設は禁煙です。喫煙は指定した場所でお願いいたします。

※施設使用申請書は、当校のホームページからダウンロードできます。
ホームページのトップページから 「企業・一般の方」⇒「E.施設利用サービス」と進んでください。

－ 問い合わせ先 －
○教育訓練、研修等による利用:学務援助課 施設使用 担当 TEL  043-242-4192(直通)
○上記以外の利用 :総務課 施設使用 担当 TEL  043-242-4166(直通)

FAX  043-248-5072(共通)

施 設 使 用 料 金 一 覧 表
千葉職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ千葉） 千葉キャンパス


